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野田市規則第２１号

野田市自主防災組織育成補助金交付規則の一部を改正する規則

野田市自主防災組織育成補助金交付規則（平成１８年野田市規則第２１号）

の一部を次のように改正する。

目次中「第３章 自主防災組織活動補助金（第１４条―第２４条）」を「第

３章 自主防災組織等活動補助金（第１４条―第２４条）」に改める。

第１条中「自主防災組織に」を「自主防災組織及び準自主防災組織（以下「

自主防災組織等」という。）に」に改め、「整備」の次に「に要する費用」を

加え、「に必要な経費」を削り、「自主防災組織の」を「自主防災組織等の」

に改める。

第２条を次のように改める。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

(1) 自主防災組織 地域住民の日常生活の安全の確保を図るため、地域の防

災活動を行うことを目的として、住民が自主的に自治会等を単位として結

成した組織であって、市長に結成の届出をしているものをいう。

(2) 準自主防災組織 前号の規定による届出をしていないが、自主防災組織

に準ずる組織をいう。

(3) 防災活動 次に掲げる活動をいう。

ア 防災訓練 初期消火、安否確認、救出救護、避難誘導、被災者支援等

の訓練をいう。

イ ながら防災訓練 自治会等の行事に合わせて行う防災訓練をいう。

ウ 防災・減災に係る図上訓練 地図、図面等を用いて災害対策を検討す

る訓練をいう。

エ 避難所運営委員会活動 避難所運営委員会の会議等に参加する活動を

いう。

オ 資機材等の点検 自主防災組織が所有する防災活動に必要な資機材等



を常に良好な状態で使用できるよう維持管理することをいう。

第３条第１項ただし書を削り、同条第２項を削る。

第４条中「資機材等補助金の」の次に「区分、」を加え、「別表」を「別表

第１」に改め、同条に次の２項を加える。

２ 資機材等の整備（１回目）に係る資機材等補助金の交付は、１の自主防災

組織につき１回に限るものとする。

３ 資機材等の整備（２回目）に係る資機材等補助金の交付は、一般財団法人

自治総合センターの自主防災組織育成事業の助成を受けていない場合であっ

て、資機材等の整備（１回目）の交付を受けた日から５年を経過した日以後

に、１の自主防災組織につき１回に限るものとする。

第６条中「前条の自主防災組織」を「申請者」に改める。

「第３章 自主防災組織活動補助金」を「第３章 自主防災組織等活動補助

金」に改める。

第１４条中「自主防災組織」を「防災活動を行った自主防災組織等」に、「

その防災活動について補助金（以下「活動補助金」という。）」を「活動補助

金」に改め、ただし書を削る。

第１５条中「２００円に自主防災組織を構成する世帯の数（以下「構成世帯

数」という。）を乗じて得た額以内の額」を「別表第２のとおり」に改め、同

条に次のただし書を加える。

ただし、１年度につき１回に限り、別表第３に規定する運営補助額を加算

することができる。

第１６条中「自主防災組織」を「自主防災組織等」に、「野田市自主防災組

織活動補助金交付申請書」を「野田市自主防災組織等活動補助金交付申請書」

に改める。

第１７条中「野田市自主防災組織活動補助金交付（不交付）決定通知書」を

「野田市自主防災組織等活動補助金交付（不交付）決定通知書」に、「前条の

自主防災組織」を「申請者」に改める。

第１８条第１号中「自主防災組織」を「自主防災組織等」に改め、同条第２

号中「防災訓練」を「防災活動」に改める。

第１９条中「自主防災組織」を「自主防災組織等」に、「野田市自主防災組



織活動補助金変更申請書」を「野田市自主防災組織等活動補助金変更申請書」

に改める。

第２０条中「野田市自主防災組織活動補助金変更承認（不承認）通知書」を

「野田市自主防災組織等活動補助金変更承認（不承認）通知書」に改める。

第２１条中「防災訓練」を「防災活動」に、「野田市自主防災組織活動補助

金実績報告書を」を「野田市自主防災組織等活動補助金実績報告書に参加者を

確認できる書類を添付して」に改める。

第２２条中「野田市自主防災組織活動補助金交付額確定通知書」を「野田市

自主防災組織等活動補助金交付額確定通知書」に改める。

第２３条第１項中「野田市自主防災組織活動補助金交付請求書」を「野田市

自主防災組織等活動補助金交付請求書」に改める。

別表を次のとおり改める。



別表第１（第４条第１項）

区分 補助対象経費 補助金の額

資機材等の整備（１

回目）

消火器、担架その

他市長が必要と認

めるものの整備に

要する経費

補助対象経費の１０分の１０以

内の額。ただし、２００，００

０円に、１，８００円に構成世

帯数を乗じて得た額を加えた額

を限度とする。

資機材等の整備（２

回目）

補助対象経費の２分の１以内の

額。ただし、１００，０００円

に、９００円に構成世帯数を乗

じて得た額を加えた額を限度と

する。



別表第１の次に次の２表を加える。



別表第２（第１５条）

防災活動の内容 活動補助金の額

防災訓練 初期消火、安否確認、救

出救護、避難誘導、被災

者支援等のうち２種類以

下の訓練を実施した場合

２００円×参加人数（

１年度につき２回目以

降の参加者は、算定し

ないものとする。）

初期消火、安否確認、救

出救護、避難誘導、被災

者支援等のうち３種類以

上の訓練を実施した場合

２５０円×参加人数（

１年度につき２回目以

降の参加者は、算定し

ないものとする。）

ながら防災訓練 １００円×参加人数（

１年度につき２回目以

降の参加者は、算定し

ないものとする。）

防災・減災に係る図上訓練 ３００円×参加人数

避難所運営委員会活動 ２５０円×参加人数

資機材等の点検 １回につき５，０００

円（１年度につき２回

までに限る。）



別表第３（第１５条）

自主防災組織等の加入世帯数 運営補助額

５０世帯以下 ５，０００円

５１世帯以上１００世帯以下 １０，０００円

１０１世帯以上１５０世帯以下 １５，０００円

１５１世帯以上２００世帯以下 ２０，０００円

２０１世帯以上２５０世帯以下 ２５，０００円

２５１世帯以上３００世帯以下 ３０，０００円

３０１世帯以上３５０世帯以下 ３５，０００円

３５１世帯以上４００世帯以下 ４０，０００円

４０１世帯以上４５０世帯以下 ４５，０００円

４５１世帯以上 ５０，０００円



附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。


